
2043 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

（

）⎩―――⎧

昭
和
三
十
五
年
十
二
月
十
七
日

⎭―――⎫

総　

理　

府
令
第

三

号

建　

設　

省

改
正
平
成
二
一
・
一
二
内
府
・
国
交
令
三

　

平
成
二
一
年
一
二
月
一
八
日
内
閣
府
・
国
土
交
通
省
令
第
三
号
の
改
正
（
公
布
の
日
及

び
平
成
二
二
年
四
月
一
九
日
か
ら
施
行
）
に
よ
り
、
変
更
さ
れ
る
条
文
等
（
傍
線
は
改
正

部
分
）
を
掲
載
し
て
い
ま
す
。

（

）

　

１　
（
略
）

２　

道
路
標
識
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員

会
」
と
い
う
。）
が
設
置
す
る
も
の
と
す
る
。

一　
（
略
）

二　

指
示
標
識
の
う
ち
、「
並
進
可
」、「
軌
道
敷
内
通
行
可
」、「
高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動

車
駐
車
可
」、「
駐
車
可
」、「
高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車
停
車
可
」、「
停
車
可
」、「
優
先

道
路
」、「
中
央
線
」、「
停
止
線
」、「
横
断
歩
道
」、「
自
転
車
横
断
帯
」、「
横
断
歩
道
・
自

転
車
横
断
帯
」
及
び
「
安
全
地
帯
」
を
表
示
す
る
も
の

３　
（
略
）

（
第
二
条
関
係
）

案
内
標
識
・
警
戒
標
識　
（
略
）

規
制
標
識

種　
　
　
　

類

番
号

表 

示 

す 

る 

意 

味

設　

置　

場　

所

（
略
）

時
間
制
限
駐
車
区

間

（318）

交
通
法
第
四
十
九
条
第
一
項

の
道
路
標
識
に
よ
り
、
時
間

を
限
つ
て
同
一
の
車
両
が
引

き
続
き
駐
車
す
る
こ
と
が
で

き
る
道
路
の
区
間
で
あ
る
こ

と
を
指
定
し
、
か
つ
、
交
通

法
第
四
十
九
条
の
三
第
二
項

の
道
路
標
識
に
よ
り
、
車
両

が
引
き
続
き
駐
車
す
る
こ
と

が
で
き
る
時
間
を
表
示
す
る

こ
と
。

時
間
を
限
つ
て
同
一
の
車
両

が
引
き
続
き
駐
車
す
る
こ
と

が
で
き
る
道
路
の
区
間
で
あ

る
こ
と
を
指
定
す
る
道
路
の

区
間
の
前
面
及
び
道
路
の
区

間
内
の
必
要
な
地
点
に
お
け

る
路
端

（
略
）

平
行
駐
車

（327の10）　　　　

交
通
法
第
四
十
八
条
の
道
路

標
識
に
よ
り
、
車
両
が
道
路

の
側
端
（
分
離
帯
の
側
端
を

含
む
。
以
下
斜
め
駐
車
の
項

ま
で
に
お
い
て
同
じ
。）
に

対
し
平
行
に
駐
車
す
べ
き
こ

と
（
交
通
法
第
四
十
九
条
第

一
項
に
規
定
す
る
時
間
制
限

駐
車
区
間
（
以
下
「
時
間
制

限
駐
車
区
間
」
と
い
う
。）

に
あ
つ
て
は
、
交
通
法
第
四

十
九
条
の
三
第
三
項
の
道
路

標
識
に
よ
り
、
車
両
が
駐
車

す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
の

部
分
を
指
定
し
、
か
つ
、
車

車
両
が
道
路
の
側
端
に
対
し

平
行
に
駐
車
す
べ
き
こ
と

（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
あ

つ
て
は
、
車
両
が
駐
車
す
る

こ
と
が
で
き
る
道
路
の
部
分

と
し
て
指
定
し
、
か
つ
、
車

両
が
道
路
の
側
端
に
対
し
平

行
に
駐
車
す
べ
き
こ
と
）
を

指
定
す
る
道
路
の
区
間
の
前

面
及
び
道
路
の
区
間
内
の
必

要
な
地
点
に
お
け
る
路
端
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両
が
道
路
の
側
端
に
対
し
平

行
に
駐
車
す
べ
き
こ
と
）
を

指
定
す
る
こ
と
。

直
角
駐
車

（327の11）

交
通
法
第
四
十
八
条
の
道
路

標
識
に
よ
り
、
車
両
が
道
路

の
側
端
に
対
し
直
角
に
駐
車

す
べ
き
こ
と
（
時
間
制
限
駐

車
区
間
に
あ
つ
て
は
、
交
通

法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項

の
道
路
標
識
に
よ
り
、
車
両

が
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る

道
路
の
部
分
を
指
定
し
、
か

つ
、
車
両
が
道
路
の
側
端
に

対
し
直
角
に
駐
車
す
べ
き
こ

と
）
を
指
定
す
る
こ
と
。

車
両
が
道
路
の
側
端
に
対
し

直
角
に
駐
車
す
べ
き
こ
と

（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
あ

つ
て
は
、
車
両
が
駐
車
す
る

こ
と
が
で
き
る
道
路
の
部
分

と
し
て
指
定
し
、
か
つ
、
車

両
が
道
路
の
側
端
に
対
し
直

角
に
駐
車
す
べ
き
こ
と
）
を

指
定
す
る
道
路
の
区
間
の
前

面
及
び
道
路
の
区
間
内
の
必

要
な
地
点
に
お
け
る
路
端

斜
め
駐
車

（327の12）

交
通
法
第
四
十
八
条
の
道
路

標
識
に
よ
り
、
車
両
が
道
路

の
側
端
に
対
し
斜
め
に
駐
車

す
べ
き
こ
と
（
時
間
制
限
駐

車
区
間
に
あ
つ
て
は
、
交
通

法
第
四
十
九
条
の
三
第
三
項

の
道
路
標
識
に
よ
り
、
車
両

が
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る

道
路
の
部
分
を
指
定
し
、
か

つ
、
車
両
が
道
路
の
側
端
に

対
し
斜
め
に
駐
車
す
べ
き
こ

と
）
を
指
定
す
る
こ
と
。

車
両
が
道
路
の
側
端
に
対
し

斜
め
に
駐
車
す
べ
き
こ
と

（
時
間
制
限
駐
車
区
間
に
あ

つ
て
は
、
車
両
が
駐
車
す
る

こ
と
が
で
き
る
道
路
の
部
分

と
し
て
指
定
し
、
か
つ
、
車

両
が
道
路
の
側
端
に
対
し
斜

め
に
駐
車
す
べ
き
こ
と
）
を

指
定
す
る
道
路
の
区
間
の
前

面
及
び
道
路
の
区
間
内
の
必

要
な
地
点
に
お
け
る
路
端

（
略
）

歩
行
者
通
行
止
め

（331）

交
通
法
第
八
条
第
一
項
の
道

路
標
識
に
よ
り
、
歩
行
者
の

通
行
を
禁
止
す
る
こ
と
。

歩
行
者
の
通
行
を
禁
止
す
る

道
路
の
区
間
又
は
場
所
の
前

面
に
お
け
る
路
端
又
は
歩
道

の
中
央

（
略
）

指
示
標
識

種　
　
　
　

類

番
号

表 

示 

す 

る 

意 

味

設　

置　

場　

所

（
略
）

高
齢
運
転
者
等
標

章
自
動
車
駐
車
可

（402の2）

交
通
法
第
四
十
五
条
の
二
第

一
項
の
道
路
標
識
に
よ
り
、

同
項
に
規
定
す
る
高
齢
運
転

者
等
標
章
自
動
車
（
以
下

「
高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動

車
」
と
い
う
。）
が
駐
車
す

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
す

る
こ
と
。

高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車

が
駐
車
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
道
路
の
区
間
又

は
場
所
の
前
面
及
び
道
路
の

区
間
又
は
場
所
内
の
必
要
な

地
点
に
お
け
る
路
端

駐

車

可

（403）

交
通
法
第
四
十
六
条
又
は
第

四
十
八
条
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
車
両
が
駐
車
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。

車
両
が
駐
車
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
道
路
の
区

間
又
は
場
所
の
前
面
及
び
道

路
の
区
間
又
は
場
所
内
の
必

要
な
地
点
に
お
け
る
路
端

高
齢
運
転
者
等
標

章
自
動
車
停
車
可

（403の2）

交
通
法
第
四
十
五
条
の
二
第

一
項
の
道
路
標
識
に
よ
り
、

高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車

が
停
車
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
こ
と
。

高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車

が
停
車
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
す
る
道
路
の
区
間
又

は
場
所
の
前
面
及
び
道
路
の

区
間
又
は
場
所
内
の
必
要
な

地
点
に
お
け
る
路
端

停

車

可

（404）

交
通
法
第
四
十
六
条
又
は
第

四
十
八
条
の
道
路
標
識
に
よ

り
、
車
両
が
停
車
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
す
る
こ

と
。

車
両
が
停
車
す
る
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
道
路
の
区

間
又
は
場
所
の
前
面
及
び
道

路
の
区
間
又
は
場
所
内
の
必

要
な
地
点
に
お
け
る
路
端

（
略
）
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規

制

予

告

（409―Ａ・Ｂ）

標
示
板
に
表
示
さ
れ
る
交
通

の
規
制
が
当
該
道
路
の
前
方

の
場
所
に
お
い
て
行
な
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

示
す
こ
と
。

標
示
板
に
表
示
さ
れ
る
交
通

の
規
制
が
当
該
道
路
の
前
方

の
場
所
に
お
い
て
行
な
わ
れ

て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め

示
す
必
要
が
あ
る
場
所
内
の

必
要
な
地
点

補
助
標
識

種

類

番
号

表 

示 

す 

る 

意 

味

補
助
標
識
が
附
置
さ
れ
る
本

標
識

（
略
）

（503―Ａ）

本
標
識
が
表
示
す
る
交
通
の

規
制
の
対
象
と
な
る
車
両
を

特
定
す
る
た
め
必
要
な
事
項

を
示
す
こ
と
。

規
制
標
識

指
示
標
識

（503―Ｂ）

標
示
板
の
記
号
に
よ
つ
て
表

示
さ
れ
る
車
両
が
本
標
識
が

表
示
す
る
交
通
の
規
制
の
対

象
と
な
る
車
両
で
あ
る
こ
と

を
示
す
こ
と
。

規
制
標
識

指
示
標
識

車
両
の
種
類

（503―Ｃ）

普
通
乗
用
自
動
車
以
外
の
普

通
自
動
車
及
び
中
型
乗
用
自

動
車
以
外
の
中
型
自
動
車

（
特
定
中
型
自
動
車
を
除

く
。）
で
あ
つ
て
そ
の
最
大

積
載
量
が
標
示
板
に
表
示
さ

れ
る
重
量
以
上
の
も
の
、
特

定
中
型
乗
用
自
動
車
以
外
の

特
定
中
型
自
動
車
、
大
型
乗

用
自
動
車
以
外
の
大
型
自
動

車
並
び
に
大
型
特
殊
自
動
車

が
本
標
識
が
表
示
す
る
交
通

規
制
標
識
の
う
ち
、「
特
定

の
最
大
積
載
量
以
上
の
貨
物

自
動
車
等
通
行
止
め
」、「
指

定
方
向
外
進
行
禁
止
」
及
び

「
特
定
の
種
類
の
車
両
の
通

行
区
分
」
を
表
示
す
る
も
の

の
規
制
の
対
象
と
な
る
車
両

で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
。

（503―Ｄ）

高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車

に
限
り
本
標
識
が
表
示
す
る

交
通
の
規
制
の
対
象
と
な
る

こ
と
を
示
す
こ
と
。

規
制
標
識
の
う
ち
、「
時
間

制
限
駐
車
区
間
」
を
表
示
す

る
も
の

指
示
標
識
の
う
ち
、「
高
齢

運
転
者
等
標
章
自
動
車
駐
車

可
」
及
び
「
高
齢
運
転
者
等

標
章
自
動
車
停
車
可
」
を
表

示
す
る
も
の

（
略
）

備
考　
（
略
）
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（
第
三
条
関
係
）

案
内
標
識
・
警
戒
標
識
・
規
制
標
識　
（
略
）

指
示
標
識
の
部
分
（
二
〇
六
六
頁
上
段
）
中

を

高
齢
運
転
者
等

標
章
自
動
車
駐

（402の2）

車
可

駐　

車　

可
（403）

高
齢
運
転
者
等

標
章
自
動
車
停

（403の2）

車
可

停　

車　

可
（404）

　

に
改
め
る
。

補
助
標
識
の
部
分
（
二
〇
六
六
頁
下
段
）
中

を

に
改
め
る
。

D

備
考一　

本
標
識
板
（
本
標
識
の
標
示
板
を
い
う
。）

㈠　

表
示

１
〜
27　
（
略
）

28　
「
特
定
の
最
大
積
載
量
以
上
の
貨
物
自
動
車
等
通
行
止
め
」
を
表
示
す
る
本
標
識

に
は
「

車
両
の
種
類 

（503―Ｃ） 

」　

を
表
示
す
る
補
助
標
識
を
、「
駐
車
余
地
」
を
表
示

す
る
本
標
識
に
は
「
駐
車
余
地
」
を
表
示
す
る
補
助
標
識
を
、「
特
定
の
種
類
の
車

両
の
最
高
速
度
」
を
表
示
す
る
本
標
識
に
は
「

車
両
の
種
類 

（ 503―A） 

」
を
表
示
す
る

補
助
標
識
を
、「
警
笛
区
間
」
を
表
示
す
る
本
標
識
に
は

「
始
ま
り 

（ 505―Ａ・Ｂ） 

」 、「
区

間
内
」
又
は

「
終
わ
り 

（ 507―Ｂ・Ｃ） 

」
を
表
示
す
る
補
助
標
識
を
、「
追
越
し
禁
止
」
を
表

示
す
る
本
標
識
に
は
「
追
越
し
禁
止
」
を
表
示
す
る
補
助
標
識
を
、「
前
方
優
先
道

路
」
を
表
示
す
る
本
標
識
に
は
「
前
方
優
先
道
路
」
を
表
示
す
る
補
助
標
識
を
、

「
高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車
駐
車
可
」
及
び
「
高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車
停
車

可
」
を
表
示
す
る
本
標
識
に
は
「

車
両
の
種
類 

（ 503―D） 

」
を
表
示
す
る
補
助
標
識

を
、
そ
れ
ぞ
れ
附
置
す
る
も
の
と
す
る
。

29
〜
33　
（
略
）

㈡　
（
略
）

㈢　

色
彩

１
〜
３
（
略
）

４　

指
示
標
識

⑴　
「
並
進
可
」、「
軌
道
敷
内
通
行
可
」、「
高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車
駐
車
可
」、

「
駐
車
可
」、「
高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車
停
車
可
」、「
停
車
可
」、「
優
先
道

路
」、「
中
央
線
」、「
停
止
線
」
及
び
「
安
全
地
帯
」
を
表
示
す
る
も
の
に
つ
い
て

は
、
文
字
、
記
号
及
び
縁
を
白
色
、
地
を
青
色
と
す
る
。



2047 道路標識、区画線及び道路標示に関する命令

⑵
・
⑶　
（
略
）

㈣
・
㈤　
（
略
）

㈥　

車
両
の
種
類
の
略
称

規
制
標
識
に
車
両
の
種
類
を
記
載
す
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
車
両
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
略
称
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。

車　
　
　

両　
　
　

の　
　
　

種　
　
　

類

略　
　

称

（
略
）

重
被
牽け
ん

引
車
を
牽け
ん

引
し
て
い
る
牽け
ん

引
自
動
車

け
ん
引

高
齢
運
転
者
等
標
章
自
動
車

標
章
車

二　

補
助
標
識
板
（
補
助
標
識
の
標
示
板
を
い
う
。）

㈠　

表
示

１　

補
助
標
識
（「
車
両
の
種
類 

（ 503―D） 

」、「
駐
車
時
間
制
限
」、「
始
ま
り 

（ 505―Ｂ・Ｃ） 

」、

「
区
域
内
」、 「
終
わ
り 

（507―Ｂ～Ｄ） 

」 、「
通
学
路
」、「
追
越
し
禁
止
」、「
前
方
優
先
道

路
」、「
踏
切
注
意
」、「
横
風
注
意
」、「
動
物
注
意
」、「
注
意
」、「
始
点
」
及
び
「
終

点
」
を
表
示
す
る
も
の
を
除
く
。）
に
係
る
図
示
の
文
字
及
び
記
号
（「
車
両
の
種
類 

（503―Ｃ） 

」
に
あ
つ
て
は
、「
３
」
に
限
る
。）
は
、
例
示
と
す
る
。

２
〜
５　
（
略
）

㈡　
（
略
）

㈢　

色
彩

１　

地
を
白
色
、
矢
印
を
用
い
る
と
き
は
こ
れ
を
赤
色
又
は
黒
色
、
文
字
又
は
矢
印
以

外
の
記
号
を
用
い
る
と
き
は
こ
れ
を
黒
色
と
す
る
。
た
だ
し
、「
車
両
の
種
類 

（ 503―D） 

」を
表
示
す
る
補
助
標
識
に
つ
い
て
は
地
を
淡
い
黄
色
、
文
字
を
黒
色
と
し
、

「
終
わ
り 

（507―Ｃ） 

」
を
表
示
す
る
補
助
標
識
に
つ
い
て
は
、
斜
め
の
帯
及
び
枠
を
青

色
、
縁
及
び
地
を
白
色
と
す
る
。

２
・
３　
（
略
）

㈣
・
㈤　
（
略
）

三
・
四　
（
略
）
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（
第
九
条
関
係
）

規
制
標
示

種　
　
　
　

類

番
号

表 

示 

す 

る 

意 

味

設　

置　

場　

所

（
略
）

平

行

駐

車

（112）

交
通
法
第
四
十
八
条
の
道
路

標
示
に
よ
り
、
車
両
が
道
路

標
示
に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た

部
分
に
入
つ
て
道
路
の
側
端

（
分
離
帯
の
側
端
を
含
む
。

以
下
斜
め
駐
車
の
項
ま
で
に

お
い
て
同
じ
。）
に
対
し
平

行
に
駐
車
す
べ
き
こ
と
（
時

間
制
限
駐
車
区
間
に
あ
つ
て

は
、
交
通
法
第
四
十
九
条
の

三
第
三
項
の
道
路
標
示
に
よ

り
、
車
両
が
駐
車
す
る
こ
と

が
で
き
る
道
路
の
部
分
を
指

定
し
、
か
つ
、
車
両
が
道
路

標
示
に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た

部
分
に
入
つ
て
道
路
の
側
端

に
対
し
平
行
に
駐
車
す
べ
き

こ
と
）
を
指
定
す
る
こ
と
。

車
両
が
道
路
標
示
に
よ
つ
て

区
画
さ
れ
た
部
分
に
入
つ
て

道
路
の
側
端
に
対
し
平
行
に

駐
車
す
べ
き
こ
と
（
時
間
制

限
駐
車
区
間
に
あ
つ
て
は
、

車
両
が
駐
車
す
る
こ
と
が
で

き
る
道
路
の
部
分
と
し
て
指

定
し
、
か
つ
、
車
両
が
道
路

標
示
に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た

部
分
に
入
つ
て
道
路
の
側
端

に
対
し
平
行
に
駐
車
す
べ
き

こ
と
）
を
指
定
す
る
場
所

直

角

駐

車

（113）　　　　　　　　

交
通
法
第
四
十
八
条
の
道
路

標
示
に
よ
り
、
車
両
が
道
路

標
示
に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た

部
分
に
入
つ
て
道
路
の
側
端

に
対
し
直
角
に
駐
車
す
べ
き

こ
と
（
時
間
制
限
駐
車
区
間

に
あ
つ
て
は
、
交
通
法
第
四

十
九
条
の
三
第
三
項
の
道
路

標
示
に
よ
り
、
車
両
が
駐
車

す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
の

車
両
が
道
路
標
示
に
よ
つ
て

区
画
さ
れ
た
部
分
に
入
つ
て

道
路
の
側
端
に
対
し
直
角
に

駐
車
す
べ
き
こ
と
（
時
間
制

限
駐
車
区
間
に
あ
つ
て
は
、

車
両
が
駐
車
す
る
こ
と
が
で

き
る
道
路
の
部
分
と
し
て
指

定
し
、
か
つ
、
車
両
が
道
路

標
示
に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た

部
分
に
入
つ
て
道
路
の
側
端

部
分
を
指
定
し
、
か
つ
、
車

両
が
道
路
標
示
に
よ
つ
て
区

画
さ
れ
た
部
分
に
入
つ
て
道

路
の
側
端
に
対
し
直
角
に
駐

車
す
べ
き
こ
と
）
を
指
定
す

る
こ
と
。

に
対
し
直
角
に
駐
車
す
べ
き

こ
と
）
を
指
定
す
る
場
所

斜

め

駐

車

（114）　　

交
通
法
第
四
十
八
条
の
道
路

標
示
に
よ
り
、
車
両
が
道
路

標
示
に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た

部
分
に
入
つ
て
道
路
の
側
端

に
対
し
斜
め
に
駐
車
す
べ
き

こ
と
（
時
間
制
限
駐
車
区
間

に
あ
つ
て
は
、
交
通
法
第
四

十
九
条
の
三
第
三
項
の
道
路

標
示
に
よ
り
、
車
両
が
駐
車

す
る
こ
と
が
で
き
る
道
路
の

部
分
を
指
定
し
、
か
つ
、
車

両
が
道
路
標
示
に
よ
つ
て
区

画
さ
れ
た
部
分
に
入
つ
て
道

路
の
側
端
に
対
し
斜
め
に
駐

車
す
べ
き
こ
と
）
を
指
定
す

る
こ
と
。

車
両
が
道
路
標
示
に
よ
つ
て

区
画
さ
れ
た
部
分
に
入
つ
て

道
路
の
側
端
に
対
し
斜
め
に

駐
車
す
べ
き
こ
と
（
時
間
制

限
駐
車
区
間
に
あ
つ
て
は
、

車
両
が
駐
車
す
る
こ
と
が
で

き
る
道
路
の
部
分
と
し
て
指

定
し
、
か
つ
、
車
両
が
道
路

標
示
に
よ
つ
て
区
画
さ
れ
た

部
分
に
入
つ
て
道
路
の
側
端

に
対
し
斜
め
に
駐
車
す
べ
き

こ
と
）
を
指
定
す
る
場
所

（
略
）

指
示
標
示　
（
略
）


